
○妊産婦ケアセンター（仮称）への支援（新規） 

産前産後における妊産婦の適切なサポートを行うため、入院を要しない程度の体調

不良（うつ病など）の妊産婦を対象に宿泊型のサービス（母体ケア、乳児ケア等）を提

供する。 

（母子保健医療対策等総合支援事業（統合補助金）４６億円の内数） 

   

（２）小児の慢性疾患等への支援                   １４，３８６百万円 
小児期における小児がんなどの特定な疾患の治療の確立と普及を図るため、小児慢

性特定疾患治療研究事業を行う。また、未熟児の養育医療費の給付等を実施する。 

 

（３）周産期医療体制の充実                    医政局に一括計上 

 

 

５ 出産等に係る経済的負担の軽減 
                                

 
（参考） 

平成２０年度第２次補正予算案において、妊婦が健診の費用の心配をせ 

ず、必要な回数（１４回程度）を受けられるように、現在、地方財政措置されて 

いない９回分について、平成２２年度までの間、必要な財源を確保し、市町 

村における妊婦健診の公費負担の拡充を図る。               【790億円】 

 

 

 

 

 

 
（参考） 

   平成２０年度第２次補正予算案において、平成２０年度の緊急措置として、 

幼児教育期（小学校就学前３年間）の第二子以降の子一人あたりにつき、３．６ 

万円の子育て応援特別手当を支給する。                   【651 億円】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇ 仕事と家庭の両立の支援 

仕事と家庭の両立支援 

   《７，８６４百万円→９，９８４百万円》 
 
（１）育児・介護休業制度の拡充                      ４，５６０百万円 

育児・介護休業法の見直しを検討し、育児期の短時間勤務や男性の育児休業取得

促進など、継続就労しながら育児・介護ができる環境を整備する。また、期間雇用

者の育児休業の取得促進のための事業を実施する。 
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